
家電リサイクルにご協力ください！ 

 宮津市では、平成１３年４月１日から家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）

の施行に伴い、一般家庭や事業所から排出された特定の家電製品（特定家庭用機器／エア

コン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機が対象）の有用な部品や材料をリサイクルして廃棄物を減

量、資源の有効利用を推進しています。 
家電リサイクル法の対象機器 

テレビ 冷蔵庫 冷凍庫 洗濯機 エアコン 
 宮津市内の家電小売店全２３店舗は、下表のとおりです。 

店 舗 名 所在地 電話番号 店 舗 名 所在地 電話番号 
イ イ オ デ ン キ 上 司 25-0036 ㈲ ト ネ ッ ト 本 町 22-2501 
い の う え 電 器 溝 尻 27-0777 ハートフル橋田電機 岩ヶ鼻 28-0436 
オーディオ南海 宮津店 惣 22-7777 橋本電化センター 岩ヶ鼻 28-0400 
大 西 電 器 ㈱ 川 向 22-2802 ひ き の 電 器 惣 22-5336 
㈲小川デンキ商会 白 柏 22-2274 藤 田 電 機 宮 村 22-3005 
オ ザ キ 電 機 江 尻 27-1343 フジヨシ電機商会 万 年 22-6480 
加 藤 電 器 上 司 25-0469 PanaJAM フルカワ 魚 屋 22-5315 
金 川 電 機 店 喜 多 22-5940 宮 津 無 線 本 町 22-4364 
ゴ ト ウ 電 機 溝 尻 27-0255 八 木 商 店 住 吉 22-2404 
シ ブ ヤ デ ン キ 波路町 22-7948 吉 岡 電 気 商 会 日 置 27-1019 
下 谷 電 器 万 町 22-2487 フジワラ電化サービス 柳縄手 22-1301 
JOY たきぐち 京 口 22-4723    
 上記の各店舗では、消費者が家電リサイクル法の対象となる家電製品を廃棄するとき、

次の要領でリサイクル対象品として取り扱います。 
 
１ 消費者は、その製品を購入した、または、同じ種類の製品を買おうとしている家電小

売店に連絡します。（不要になった対象家電製品の廃棄のみの場合も同じです。） 
２ 連絡を受けた家電小売店は、家電製品を消費者から引き取ります。 
３ この時、消費者は所定の料金を支払い、家電小売店が発行する管理票（家電リサイク

ル券）の写しを受領のうえ保管します。 
４ 家電小売店は、消費者から引き取った家電製品を家電メーカーの指定する引取場所に

運搬します。 
５ 家電メーカーは、受け取った家電製品をリサイクルします。 
 
 消費者は、家電リサイクル法に基づく対象家電製品を廃棄する場合、消費者がそのリサ

イクルに必要な料金を負担することになり、その料金は、『家電小売店の収集・運搬料金』

と『家電メーカーのリサイクル料金』です。 
 ただし、家電小売店ごとに収集・運搬料金が異なりますので各家電小売店に確認してく

ださい。 



 宮津市内の小売店が組織する宮津家電リサイクル組合加盟店の標準的な収集・運搬料金

は下表のとおりです。 
品目 形態・規模 リサイクル料金 標準収集・運搬料金 標準料金合計 

14 インチ以下 ２，７００ 円 １，０００円から ３，７００円から 
15 から 21 インチまで ２，７００ 円 １，６００円から ４，３００円から 
22 から 28 インチまで ２，７００ 円 ２，０００円から ４，７００円から 

テレビ 

29 インチ以上 ２，７００ 円 ２，６００円から ５，３００円から 
 99ℓ以下 ４，６００ 円 ２，４００円から ７，０００円から 

100 から 199ℓまで ４，６００ 円 ３，０００円から ７，６００円から 
200 から 299ℓまで ４，６００ 円 ３，６００円から ８，２００円から 
300 から 399ℓまで ４，６００ 円 ４，０００円から ８，６００円から 

冷蔵庫 
冷凍庫 

400ℓ以上 ４，６００ 円 ４，４００円から ９，０００円から 
 

全自動 4.4 キロ以下 ２，４００ 円 ２，６００円から ５，０００円から 
全自動 4.5 から 6.9 キロまで ２，４００ 円 ３，０００円から ５，４００円から 

全自動 7 キロ以上 ２，４００ 円 ３，４００円から ５，８００円から 
洗濯機 

2 槽式洗濯機 一律 ２，４００ 円 ２，０００円から ４，４００円から 
 

エアコン 全機種 一律 ３，５００ 円 ４，０００円から ７，５００円から 
※ リサイクル料金は、家電メーカーが指定する福知山の引取場所から再生処理施設まで

の運搬料金と再商品化（リサイクル）費用が含まれています。 
※ 標準収集・運搬料金は、消費者宅１階玄関先から福知山の指定引取場所までの収集・

運搬に要する標準的な費用です。各消費者宅の機器設置状況や買換えの有無などの理由

によって別途料金が追加されます。 
※ 各料金には、別途消費税が加算されます。 
 宮津市では、この法律の施行に伴い、対象家電製品の５品目を排出禁止物に指定し、 
宮津市粗大ごみ処理施設への搬入を禁止しています。 

◎問合せ先：宮津家電リサイクル組合加盟店、宮津市役所環境保健室 


